
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談  ください 

来所相談のご案内 
■ 四日市市教育委員会 育ち支援課 ■ 

 

四日市市教育委員会 育ち支援課では，市内在住児童生徒の保護

者対象に，来所相談を行っています。 
 

■ 四日市市教育委員会 教育支援課（相談支援センター） ■ 

  相談時間 
◎ 毎週月～金曜日（年末年始・祝祭日を除く） 

９：００ ～ １６：００ 

◎ 予約制で，1 回の相談は５０分です。 

◎ 相談は無料，相談内容等の秘密は厳守します。 

 

 

 

 

  申し込み方法 
◎ 保護者の方が，電話で，育ち支援課 教育相談窓口   

TEL ３５４－８２８５  にお申し込みください。（８：３０～１７：１５） 

     ※ 電話でのご相談も、上記教育相談窓口にて承ります。（８：３０～１７：１５） 
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JR  

至 名古屋 至 名古屋 

至 津 至 津 

四日市市総合会館 ６階 
育ち支援課 

近鉄四日市駅・ＪＲ四日市駅から徒歩８分 

 〒510-0085 四日市市諏訪町２番２号 四日市市総合会館６階 

  TEL ３５４－８２８５  FAX ３５９－０２８０ 

場 所 

予約された日時に来所いただくと… 

必要に応じて，園や学校，保健所，ほかの専門機関と連携しながら，相談を進めます。 

不登校に関する相談については，登校サポートセンター（ふれあい・わくわく）と

連携しています。 

保護者の方には 相談員が保護者の方から話をうかがい，どのようにお子さんと接して

いくとよいか一緒に考えたり，支援プログラムを立案したりします。 

 

子どもさんには 保護者相談で検討後，必要に応じて臨床心理士がプレイセラピーや

箱庭療法，カウンセリング等を行います。エネルギーが低下してい

る不登校のお子さん等が対象です。 

おもちゃ・ゲームなどを使っての遊びや，卓球・トラン

ポリンなどの運動を通した心理療法 

 

児童・生徒向け 

プレイセラピー 

不登校や発達に関する相談 

保護者向け 

教育相談 


